
 

東京都北区在宅療養推進会議設置要綱 

 

                                              ２ ３ 北 健 高 第 ２ ４ ８ ８ 号 
                                              平成２４年３月３０日区長決裁 
 
（設置目的） 

第１条 医療（感染症に係るものを含む。以下同じ。）、介護、障害等の様々な要因によ
り在宅療養を必要とする区民が在宅で安心して療養できる体制の構築に向け、医療・介
護・保健・福祉の関係者が連携した取組みの方向性を検討するとともに、関係者相互の
情報共有、連絡調整及び困難な課題の対応解決策の協議を行い、在宅療養支援を推進す
ることを目的に東京都北区在宅療養推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事項）                             

第２条 推進会議は、設置目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１）医療依存度の高い要介護高齢者等が在宅療養を行うための医療と介護の連携の在り
方の検討 

（２）医療と介護との連携が困難な課題の対応解決策の協議 
（３）連携事業の評価検討 
（４）在宅療養資源についての分析検討 
（５）摂食えん下機能支援推進の検討 
（６）医療関係者及び介護関係者相互の連絡調整と情報共有 
（７）在宅療養に関する普及啓発の検討 
（８）前各号に掲げるもののほか、前条に規定する設置目的を達成するために必要な事項

に関すること 
２ 推進会議は、前項各号に掲げるもののほか、区⻑から諮問された事項について答申す

ることを所掌することができる。 
 

（構成） 
第３条 推進会議は、区長が委嘱又は任命する委員をもって組織し、委員の構成は、別表

のとおりとする。 
  

（委員の任期）  
第４条 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。 
２ 前項の規定にかかわらず、任期の途中に委員の交代があるときは、その委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 
 

（委員長及び副委員長） 
第５条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長は、委員の互選により選出する。 
３ 副委員長は、委員長が指名する。 
４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 
 

（招集等） 
第６条 推進会議は、委員長が招集する。 
２  委員長は、必要に応じて関係職員等の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

 
 （部会） 
第７条 推進会議は、第２条に掲げる事項について詳細に検討をするため、部会を設置す

ることができる。 
２ 部会の設置及び検討事項は、委員長が推進会議に諮って定める。 
３ 部会は、委員長が指名する者で構成する。 
４ 部会委員の任期は、委員長が指定する期間とする。 
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５ 部会には、部会長及び副部会長を各１名置くものとする。 
６ 部会長は、部会委員の互選により選出する。 
７ 副部会長は、部会長が指名する。 
８ 部会長は、部会を代表し、会務を総理し、その経過及び検討結果を委員長に報告する。 
９ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を

代理する 
10 部会は、部会長が招集する。 
11 部会長は、必要があるときは、関係職員等の出席を求め、その意見を聴くことができ

る。 
 

（庶務） 
第８条 委員会及び部会の庶務は、健康福祉部地域医療連携推進担当課長が処理する。 
 

（委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか推進会議及び部会の運営に関し、必要な事項は委員

長が別に定める。 
 

付 則 
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
付 則（平成25年3月29日区長決裁24北福高第2519号） 
この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
付 則（平成26年3月5日区長決裁25北福高第2628号） 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
付 則（平成２７年３月２５日区長決裁2６北福高第5693号） 
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  付 則（平成２８年３月３０日区長決裁2７北福高第5793号）  
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  付 則（平成２９年３月３１日区長決裁28北福高第5557号）  
 （施行期日） 
１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   （経過措置） 
２ 第４条第１項の規定にかかわらず、改正後の別表に掲げる医師会代表の委員の任

期は、委嘱の日から平成３０年３月３１日までとする。 
３ 改正前の別表に掲げる高齢者あんしんセンターサポート医の委員のうち、区長が

指名する２名を改正後の別表に掲げる高齢者あんしんセンターサポート医代表の
委員として委嘱し、第４条第１項の規定にかかわらず、当該委員の任期は、委嘱
の日（以下「新委員委嘱日」という。）から平成３０年３月３１日までとする。 

４ 第４条第１項の規定にかかわらず、改正前の別表に掲げる高齢者あんしんセンタ
ーサポート医の委員のうち、区長が指名する３名の委員の任期は、委嘱の日から
新委員委嘱日の前日までとする。 

付 則（平成30年3月5日区長決裁２９北福高第5560号）  
この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
付 則（令和３年３⽉３⽇区⻑決裁２北福推第５６７６号）  
この要綱は、令和３年３⽉３⽇から施⾏する。 
 

別表（第３条関係） 

 

医師会代表                 ２名 

高齢者あんしんセンターサポート医代表    １名 

歯科医師会代表               ２名  

薬剤師会代表                １名 



 

民生委員・児童委員代表           １名 

病院医療連携担当代表            １名 

訪問看護ステーション代表          １名 

ケアマネジャー代表             １名 

訪問リハビリ事業者代表           １名 

サービス提供責任者代表                 １名 

学識経験者                 １名 

高齢者あんしんセンター代表         ２名 

健康福祉部長  

北区保健所長  

健康福祉課長  

健康推進課長  

高齢福祉課長  

長寿支援課長 

介護保険課長 

障害福祉課⻑ 
 
 


